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主催：大阪脱炭素・サーキュラーエコノミービジネスコンテスト実行委員会 

（大阪商工信用金庫、OSAKAゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション） 
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1. 開催概要 

(1) コンテストの目的 

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、温暖化対策を成長の機会と捉え、積極的に脱炭素に資する新たなビジネ

スを創出し、CO₂の見える化や削減を目指した脱炭素経営や新商品の開発に取り組むことが、企業の持続的な成長に

つながると考えています。さらに、資源の効率的な利用や廃棄物の削減を通じて、循環型経済（サーキュラーエコノミー）

の実現を目指すことも、脱炭素社会の実現に重要な役割を果たします。このような脱炭素や脱炭素に資するサーキュラー

エコノミーに関する先導的な取り組みを、コンテストの形で顕彰することで、「経済と環境の好循環」を生み出すきっかけとし

たいと考えています。 

 

(2) 主催 

大阪脱炭素・サーキュラーエコノミービジネスコンテスト実行委員会 

（大阪商工信用金庫、OSAKA ゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション） 

 

(3) 協力 

大阪商工会議所、大阪府、おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会、公益財団法人大阪産業局、 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿本部、Blooming Camp by さくらインターネット 

 

(4) 後援 

環境省近畿地方環境事務所、経済産業省近畿経済産業局、財務省近畿財務局 

 

(5) 協賛 

 

(6) スケジュール 

日程 項目 

2026年7月1日（水）～9月10日（木）17時 エントリー期間 

2026年7月1日（水）～9月30日（水）17時 応募用紙提出期間 

2026年10月1日（木）～10月30日（金） 一次審査：書類審査 

後日、事務局より案内 二次審査：WEB審査 

2027年2月19日（金） 
最終審査：公開プレゼンテーション審査 

※Blooming Camp イベントスクエア（グラングリーン大阪） 

 ※一次、二次審査の結果はメールにて通知いたします。 

 

(7) 賞・賞金 

最優秀賞：５０万円 

    優秀賞：３０万円 

   特別賞：１０万円 

       参加賞：  １万円 ※公開プレゼンテーション審査出場企業に限る  
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2. 募集内容 

(1) 募集対象者 

募集対象者は、以下の(イ)～(ホ)をすべて満たす企業・団体であること。 

イ) 中小企業基本法第2条第1項に規定のある、資本金、従業員のいずれかが、下表の用件を満たす中小・スタートアッ

プ 

業種 資本金 常時使用する従業員数 

製造業、建設業、運輸業、以下に掲げる以外の業種 ３億円以下 300人以下 

卸売業 １億円以下 100人以下 

サービス業 5,000万円以下 100人以下 

小売業（飲食業含む） 5,000万円以下 50人以下 

※ただし、設立されてからの年数は問いません 

ロ) 関西2府4県（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県）に本社を有する企業 

ハ) 宗教活動や政治活動を目的としていないこと 

ニ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2 条第1 項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定

する性風俗関連特殊営業を府内において営んでいない者 

ホ) 暴力団関係企業、もしくはこれらに準ずる者又はその構成員（総称して「反社会的勢力」という）ではないこと 

  ※上記 (イ)で構成する複数の企業がグループで参加することも可能 

  ※応募者が上記条件を満たさないことが事後的に発覚した場合、遡及的に参加はなかったものとして扱う 

 

(2) 募集対象 

脱炭素または脱炭素に資するサーキュラーエコノミーの実現に貢献する技術、サービス、商品、事業、経営変革等の取組

を幅広く募集します。 

例えば、以下のような取組を対象とします。 

・資源の使用量削減、製品の長寿命化、再使用、再利用、再資源化等に関する取組 

・資源循環や企業間連携による循環型事業への取組 

・廃棄物の発生抑制、副産物、端材等の未利用資源の有効活用に関する事業 

・既存事業の見直しや転換による脱炭素・サーキュラーエコノミーの推進 

・脱炭素経営やサーキュラーエコノミー経営の推進 

・CO₂排出量の可視化や削減に関する取組 

・省エネルギー、再生可能エネルギー活用、電化、燃料転換等に関する取組 

※なお、上記は例示であり、これらに限るものではありません。 

 

(3) エントリー期間 

2026年7月1日（水）～9月10日（木）17時 

 

(4) 応募方法 

専用フォームにてエントリー後、応募シートを事務局宛にメールにて提出してください。 

専用フォームURL：https://www.osaka-shoko.co.jp/cgi-

bin/_custom/custom.cgi?paramtext=cn-bijikon/settings.txt 

https://www.osaka-shoko.co.jp/cgi-bin/_custom/custom.cgi?paramtext=cn-bijikon/settings.txt
https://www.osaka-shoko.co.jp/cgi-bin/_custom/custom.cgi?paramtext=cn-bijikon/settings.txt
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(5) 応募にあたっての留意事項 

① 2027年2月19日（金）の公開プレゼンテーション審査に参加できること 

② 過去に同コンテストにて受賞した企業は応募できません 

③ 応募シートへの記載を省略し、「別添参照」等として添付資料で代替することは認められません 

④ 応募シート以外に参考資料を添付することは可能です。その場合は、PDFファイルで一括送付とし、A4サイズ

２枚（３MB）以内に収めてください 

 

3. 審査の観点 

   環境貢献度、波及性、事業性、将来性、実行性（熱意） 

 

4. その他留意事項 

(1) 以下にあてはまる申請書は、応募いただいても受付段階で審査対象外とし、書類審査以降の対象外となります。 

なお、本ビジネスコンテストの応募にあたっての留意事項を守れない、または応募したことにより第三者に損害等を与えたとき

は、申請者の責任において解決するものとし、主催者（共催含む）は一切関知しません。 

① 第三者の所有権・著作権を含む知的財産権・名誉・信用・プライバシー等の権利を侵害するもの 

② わいせつ・残虐・差別に相当するもの、その他第三者に不快感を与えるもの 

③ ビジネスプランを公開することが適切でないと主催者が判断するもの 

④ 募集対象外であるもの 

⑤ 募集対象であっても構想・計画段階であるなど申請内容が審査を行うのに適さない場合 

⑥ 締切日時を経過して応募申請されたもの 

⑦ 応募書類の記載内容に空欄などの不備があるもの 

⑧ 本募集要項に示された様式以外で応募申請されたもの 

⑨ ビジネスプランの盗作、二次創作にあたるもの 

⑩ 公序良俗に反するもの 

⑪ その他、主催者が適切でないと判断するもの 

⑫ 申請の趣旨目的が当コンテストの審査対象外である場合 

 

(2) 応募後の書類等の変更・差し替えは認められません。 

 

(3) 選考状況・選考結果等に関する個別のお問い合わせには一切お答えできません。 

 

(4) 応募者名や応募プランは内容の一部をホームページ等で公表する場合があります。 

また、公開プレゼンテーション審査は一般公開で行います。特別なノウハウや秘密事項については応募者の責任において法

的保護の対策をした上で、公表しても差し支えない範囲で応募してください。 

 

(5) 応募プラン作成のための経費および審査への参加のための交通費等は、自己負担となります。 
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【お問い合わせ先】 

大阪脱炭素・サーキュラーエコノミービジネスコンテスト実行委員会 

https://www.osaka-shoko.co.jp/cgi-bin/_custom/custom.cgi?paramtext=cn-

bijikon/settings.txt 

https://www.osaka-shoko.co.jp/cgi-bin/_custom/custom.cgi?paramtext=cn-bijikon/settings.txt
https://www.osaka-shoko.co.jp/cgi-bin/_custom/custom.cgi?paramtext=cn-bijikon/settings.txt

